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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS B 7730:2017 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格（案）       JIS 
 B 7730：0000 
 

ロックウェル硬さ試験－基準片の校正 
Rockwell hardness test－Calibration of reference blocks 

 
序文 

この規格は，2023 年に第 4 版として発行された ISO 6508-3 を基とし，国内の実情を反映させるため技

術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，JIS B 7726 に規定するロックウェル硬さ試験機の間接検証，試験機の日常の精度管理など

に用いる A～H，K，N 及び T スケールの硬さ基準片（以下，基準片という。）の校正方法について規定す

る。また，基準片の校正に使用するロックウェル硬さ試験機（以下，校正用試験機という。）及び圧子に対

する要求事項，校正方法を規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO 6508-3:2023，Metallic materials－Rockwell hardness test－Part 3: Calibration of reference blocks

（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”ことを示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 0601 製品の幾何特性仕様（GPS）－表面性状：輪郭曲線方式－用語，定義及び表面性状パラメ

ータ 

JIS B 0621 幾何偏差の定義及び表示 

JIS B 7726 ロックウェル硬さ試験―試験機及び圧子の検証及び校正 

注記 対応国際規格における引用規格：ISO 6508-2，Metallic materials－Rockwell hardness test－Part 
2: Verification and calibration of testing machines and indenters 

JIS B 7728 一軸試験機の検証に使用する力計の校正方法 
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注記 対応国際規格における引用規格：ISO 376，Metallic materials－Calibration of force-proving 
instruments used for the verification of uniaxial testing machines 

JIS Z 2245 ロックウェル硬さ試験―試験方法 

注記 対応国際規格における引用規格：ISO 6508-1，Metallic materials－Rockwell hardness test－Part 
1: Test method 

JIS Z 8103 計測用語 

JIS Z 9020-1 管理図―第 1 部：一般指針 

JIS Z 9020-2 管理図―第 2 部：シューハート管理図 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS B 7726，JIS Z 2245 及び JIS Z 8103 による。 

4 基準片の製造方法及び形状 

4.1 製造方法 
基準片の製造方法は，次による。 

a) 基準片の材料は，硬さの均一性を保たせることを考慮して選定する。 

b) 基準片は，所定の硬さを得るために必要な熱処理を行い，硬さが均一で，経時変化が生じないような

製造方法とする。 

c) 鋼製の基準片は，磁気を帯びていないようにする。 

d) 基準片には，硬さ試験に有害なきずなどがあってはならない。 

4.2 形状及び寸法 
基準片の形状及び寸法は，表 1 による。基準片は，くぼみの増加による硬さ変化の影響を最小限に抑え

るため，充分に厚くすることが望ましい。表面粗さの定義は，JIS B 0601 による。また，平行度及び平面

度の定義は，JIS B 0621 による。 
基準片の使用面は，1 平面だけとする。また，周縁から 4 mm 以上内側を使用範囲とする。 
 

表 1－基準片の形状及び寸法 

厚さ 6 mm 以上 
平面度（使用面） 10 µm 以下 
平行度（裏面に対する） 20 µm/50 mm 以下 
表面粗さ Ra の

許容値 
使用面 0.3 µm 
裏面 0.8 µm 

5 校正用試験機 

5.1 一般 
校正用試験機は，JIS B 7726 の規定に適合し，更に 5.2～5.6 を満足しなければならない。また，直接検

証は 13 か月を超えない間隔で行う。検証は（23±5） ℃で，国家標準にトレーサブルな機器を用いて行

う。 

注記 校正用試験機の管理方法を参考として附属書 D に示す。 
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5.2 試験力 
試験力は JIS B 7728 の 0.5 級以上の力計を用いて測定する。初試験力の許容差は，呼び値に対して±

0.2 %とし，全試験力の許容差は，呼び値に対して±0.1 %とする。 

5.3 押込み深さ測定装置 
押込み深さ測定装置は，圧子の変位を±0.1 µm の分解能で測定できるもので，その拡張不確かさ（包

含係数 k=2）は 0.2 µm 以下であることが望ましい。 

5.4 試験動作時間 
試験動作時間は，±0.5 秒の正確さで測定し，箇条 6 の b)～f)を満足していることを確認する。 

5.5 試験機のヒステリシス 
ヒステリシスの許容値は表 2 による。 
 

表 2－ヒステリシスの許容値 

スケール 
許容値 

（HR-）a) 

B，E，F，G，H，K 130±0.5 

上記以外 100±0.5 

注 a) （HR-）の“-”には，スケールを意味する記号（A, B, 
C, D, E, F, G, H, K, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T 及び 45T）が入

る。 

5.6 ダイヤモンド圧子 

5.6.1 一般 
ダイヤモンド圧子の形状測定は，初めての使用の前に中心軸を含む 8 断面以上について行う。また，初

めての使用の前，及び 13 か月を超えない周期で基準ダイヤモンド圧子との比較検証をすることが望まし

い。基準ダイヤモンド圧子の条件は附属書 C による。 
ダイヤモンド圧子は，適切な光学機器（顕微鏡，拡大鏡など）を用いて，頻繁に状態を確認することが

望ましい（JIS Z 2245 参照）。 

5.6.2 形状測定 

a) ダイヤモンドの円すい部の頂角は，各断面で 120°±0.17°とし，平均は 120°±0.1°とする。 

b) ダイヤモンドの円すい部の母線の真直度は，0.4 mm 当たり 0.000 5 mm 以下 

とする。各測定区間において，偏差は 0.000 7 mm を超えてはならない。 

c) 先端球面部の半径は，（0.200±0.007） mm，平均値は，（0.200±0.005） mm とする。また，断面の部

分円の輪郭度は，0.002 mm 以内とする。 

d) 圧子の軸と，試験機の圧子取付軸との傾きは，0.3°以下とする。 

e) 円すい部と先端球面部とは滑らかに正接していなければならない。両者の接続部に相当する圧子軸か

ら 90 µm～110 µm の領域は評価に含めなくてもよい。 

5.6.3 基準ダイヤモンド圧子との比較検証 
ダイヤモンド圧子は，基準ダイヤモンド圧子との比較によって検証することが望ましい。表 3～表 6 に

示す各基準片に，3 点ずつ試験し，その平均値を比較する。基準ダイヤモンド圧子との許容差は±0.4 HR
とする。 
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表 3－ロックウェル硬さ基準片（A，C 及び D）及びロックウェルスーパーフィシャル硬さ基準片（N） 

校正用圧子との比較に使用する基準片の呼び硬さと範囲 

スケール 呼び硬さ 硬さ範囲 
C 23 20～26 
C 55 52～58 

45N 43 40～46 
15N 91 88～94 

 

表 4－ロックウェル硬さ基準片（A，C 及び D）及びロックウェルスーパーフィシャルスケール硬さ基準

片（N）校正用圧子との比較に使用する基準片の代替呼び硬さと範囲 

スケール 呼び硬さ 硬さ範囲 
C 25 22～28 
C 63 60～65 

30N 64 60～69 
15N 91 88～94 

 

表 5－ロックウェル硬さ基準片（A，C 及び D） 

校正専用圧子の比較に使用する基準片の呼び硬さと範囲 

スケール 呼び硬さ 硬さ範囲 
C 25 22～28 
C 45 42～50 
C 63 60～65 
A 81 78～84 

 

表 6－ロックウェルスーパーフィシャル硬さ基準片（N） 

校正専用圧子の比較に使用する基準片の呼び硬さと範囲 

スケール 呼び硬さ 硬さ範囲 
15N 91 88～94 
30N 64 60～69 
30N 46 42～50 
45N 25 22～29 

5.7 球圧子の球 
球圧子の球は，13 か月を超えない周期で交換する。 
球の直径は，3 か所以上測定する。呼び直径に対する許容差は，次の値とする。 
－呼び直径 1.587 5 mm の場合，±0.002 mm 
－呼び直径 3.175 mm の場合，±0.003 mm 

5.8 校正用試験機及び圧子の比較検証 

5.8.1 校正用圧子を取り付けた校正用試験機の比較検証は，次の手順の一つ以上によって行う。 
－ 国家計量標準機関によって校正された一次硬さ基準片に対する試験 
－ 国家計量標準機関との比較 
－ 技能試験又は校正測定能力が同等以上の校正機関との比較 
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5.8.2 比較検証は，次に示すスケールについて少なくとも一つ行うことが望ましい。検証は基準片校正を

行う予定のあるものだけでよい。 
－ ロックウェルダイヤモンドスケール（A，C 及び D）  
－ ロックウェルスーパーフィシャルダイヤモンドスケール（15N，30N 及び 45N） 
－ 1.587 5 mm 球スケール（B，F，G 及び T）  
－ 3.175 mm 球スケール（E，H 及び K） 

5.8.3 比較検証は，JIS B 7726 の表 2 の硬さ範囲で行うことが望ましい。 

5.8.4 比較検証の対象とするスケールは 5.8.2 の全てのスケールを網羅するよう，順次選択していくこと

が望ましい。 

5.8.5 比較検証は，13 か月を超えない範囲で，少なくとも年に 1 回実施することが望ましい。検証時の

温度は，（23±5） ℃とする。 

5.8.6 検証結果は，式(1)によって正規化誤差 En を求めるなど，適切な統計的手法によって評価すること

が望ましい。 
 𝐸୬ = 𝐻୐ୟୠ − 𝐻ୖୣ୤ට𝑈୐ୟୠଶ + 𝑈ୖୣ୤ଶ   ································································· (1) 

 
ここで， 𝐻୐ୟୠ： 校正機関によって決定した硬さ値 
 𝐻ୖୣ୤： 参照標準の硬さ値 
 𝑈୐ୟୠ： 校正機関によって決定した拡張不確か

さ 
 𝑈ୖୣ୤： 参照標準の拡張不確かさ 

5.8.7 |𝑬𝐧| < 𝟏のとき，比較の結果は満足のいくものであったと見なされる。 

6 基準片の校正手順 
基準片の校正手順は，次による。校正用試験機は，基準片の校正前に附属書 D による検証を実施する

ことが望ましい。 

a) 試験温度は，（23±5） ℃とする。校正中の温度変化は，±1 ℃が望ましい。 

b) 圧子が試料に接近する速度は，1 mm/s 以下とする。減衰装置がない試験機の場合，圧子が試料表面に

接するときの速さは，0.3 mm/s 以下であることが望ましい。 

c) 衝撃及び振動を伴わないように初試験力を加える。初試験力の合計時間 Tp は，2 秒～4 秒とし，式(2)
によって求める。 

 𝑇୮ = 𝑇ୟ2 + 𝑇୮୫  ········································································· (2) 

 
ここで， 𝑇୮： 初試験力の合計時間（秒） 
 𝑇ୟ： 初試験力の負荷所要時間（秒） 
 𝑇୮୫： 初試験力の保持時間（秒） 

 Ta が 1 秒未満の試験機の場合，Tp は Tpm に等しいとして計算することが可能である。 
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d) 衝撃及び振動を伴わないように追加試験力を加えて全試験力とする。初試験力から全試験力への追加

試験力を加える所要時間は， 1 秒～8 秒（HR-N 及び HR-T は，4 秒以下）とする。0.8 F~0.99 F（F：
全試験力）での押込み速度は，15 µm/s～40 µm/s が望ましい。 

e) 全試験力の保持時間は，4 秒～6 秒とする。 

f) 全試験力を初試験力に戻した後，3 秒～5 秒の間に圧子の変位から硬さを求める。 

g) 試験は 5 点以上とし，試験位置は試験面内で偏らないよう分布させる。得られた硬さの平均値𝐻ഥを基

準片の硬さとする。 

h) a)～g)以外の硬さ試験の条件は，JIS Z 2245 による。 

7 基準片の硬さの均一性 
基準片の硬さの均一性 R は，試験結果の最大値と最小値との差として求める。基準片の硬さの均一性 R

の許容値は，表 7 による（附属書 A 参照）。 
注記 基準片の硬さ平均値の不確かさの求め方の一例を，附属書 B に示す。 
 

表 7－基準片の硬さの均一性の許容値 

スケール 許容値 
（HR） 

A 0.4 又は 0.015（100－𝐻ഥ） 
C，D 0.4 又は 0.010（100－𝐻ഥ） 
B，E，F，G，H，K 1.0 又は 0.020（130－𝐻ഥ） 
N 0.6 又は 0.020（100－𝐻ഥ） 
T 1.2 又は 0.030（100－𝐻ഥ） 
許容値は，表のいずれか大きい値とする。 

8 表示 

a) 基準片には，次の事項を表示する。なお，基準片側面には，試験面を上向きにしたときに正立するよ

うに表示する。 

1) 製造業者名又はその略号 

2) 製造番号 

3) 使用面を特定するマーク又は基準片の厚さ 

4) 硬さの平均値，硬さ記号 

5) 校正機関名又はその略号 

6) 校正した年（製造番号に表示されていない場合） 

b) 基準片に添付する成績表には，次の事項を記載する。 

1) この規格に適合している旨を示す表記 

2) 基準片の識別情報（製造番号など） 

3) 校正年月日 

4) 個々の硬さ試験結果及びその平均値並びに硬さの均一性の値 

5) 顧客から求められた場合，又は認証標準物質として提供する場合は，校正の不確かさ 
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9 基準片の硬さ値の有効性 
基準片の硬さ値は，校正時のスケールによる値だけが有効である。また，校正の有効期限は，5 年以内

が望ましい。ただし，アルミニウム合金及び銅合金の場合には，3 年に減じてもよい。 
また，試験点数の増加，すなわち くぼみが多くなることによって，基準片の硬さが変化し得るため，

基準片の校正結果はその校正時だけ有効である。 
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附属書 A 
（参考） 

基準片の硬さの均一性 

 
基準片の硬さの均一性の許容値を図 A.1 及び図 A.2 に示す。 

 
 記号説明 

X：ロックウェル硬さ値 
Y：硬さの均一性 R 

 
図 A.1－ロックウェル硬さ（A～H 及び K スケール）の均一性の許容値 
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 記号説明 

X：ロックウェル硬さ値 
Y：硬さの均一性 R 

 
図 A.2－ロックウェルスーパーフィシャル硬さ（N 及び T スケール）の均一性の許容値 
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附属書 B 
（参考） 

基準片の硬さ平均値の不確かさ 

B.1 一般 
測定の不確かさ解析は，誤差の要因を明らかにし，測定値の違いを理解するための有用な手段である。 
この附属書は，不確かさの見積もりに関する指針を提供するものであるが，ここに記載する方法は顧客

から特に指示がない限り，参考情報として取り扱われる。 
この規格に示す基準片の校正に関する要求事項は，長い年月をかけて策定，見直されてきたものであ

る。 
基準片が満たすべき個々の許容値を定める際には，測定機器の使用に伴う不確かさもあらかじめ考慮さ

れている。そのため，例えば“不確かさの分だけ許容値を小さくする”といった，更なる補正を行うこと

は適切ではない。このことは，基準片の製造及び校正に関するあらゆる測定，及び校正用試験機の検証時

に行われる全ての測定に適用する。いずれの場合においても，この規格への適合性評価には，指定された

測定機器によって得られた結果だけ用いる。 
ただし，測定の不確かさによって許容値を小さくすることが適切であるような場合には，受渡当事者間

による協定が必要である。 

注記 各硬さスケールにおける定義及び計量トレーサビリティ連鎖は，JIS Z 2245 に示されている。 

B.2 直接検証―試験機の校正の不確かさ 

B.2.1 試験力及び押込み深さ測定装置の校正 
JIS B 7726 の附属書 B を参照。 

B.2.2 圧子及び試験動作時間の検証 
JIS B 7726 の附属書 B を参照。 

B.3 間接検証―校正用試験機の校正における不確かさ 

注記 1 この附属書における，“CRM-P（certified reference material-primary）”は“一次硬さ基準片”を意

味する。 

注記 2 間接検証の結果は，校正用試験機の校正に伴う不確かさの評価に用いられる。 
 
一次硬さ基準片を用いた間接検証によって，校正用試験機の全体的な機能を確認する。この検証では，

校正用試験機の繰返し性及び校正用試験機による硬さ測定値の真の硬さ値からの偏りを評価する。 
校正用試験機の間接検証では，校正用試験機で測定した一次硬さ基準片の平均硬さ値と，一次硬さ基準

片の証明書に記載された硬さ値との間の差，又は偏り𝑏ୌେ୑を求め，偏りが規定の許容範囲内にあること

を確認する。一次硬さ基準片の硬さ値に対する，校正用試験機の測定の不確かさを求める手順を次に示

す。 
 
校正用試験機の測定の合成標準不確かさ𝑢ୌେ୑は，間接検証の結果から式(B.1)によって求める。 
 𝑢ୌେ୑ = ට𝑢ୈ୑ି୔ଶ + 𝑢ୌୈ୑ି୔ଶ + 𝑢୫ୱଶ   ··········································· (B.1) 

 
ここで， 𝑢ୈ୑ି୔： 一次硬さ基準片の認証値の不確かさであ
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り，包含係数 k = 1 の校正証明書に基づ

く値 
 𝑢ୌୈ୑ି୔： 校正用試験機の繰返し性，及び一次硬さ

基準片の硬さの均一性に起因する測定の

不確かさであり，一次硬さ基準片を測定

したときの硬さ平均値に対する標準偏差

として求める 
 𝑢୫ୱ： 校正用試験機の分解能に起因する測定の

不確かさ 
 
 C スケール（～45 HRC）における間接検証の計算例を次に示す。 

 

 例  

一次硬さ基準片の認証値 ：𝐻CRM−P = 45.40 HRC 

一次硬さ基準片の認証値の拡張不確かさ（証明書より）：𝑈CRM−P = 0.24 HRC  
校正用試験機の分解能  ：𝛿ms = 0.01 HRC 

 
測定の不確かさを求めるのに必要な各成分は，表 B.1 に示す一次硬さ基準片の測定結果を用い，式(B.2)

～式(B.5)によって求める。 

 

 𝑏ୌେ୑ = 𝐻ഥ − 𝐻ୈ୑ି୔  ································································· (B.2) 

 𝑢ୈ୑ି୔ = 𝑈ୈ୑ି୔2   ··································································· (B.3) 

 𝑢ୌୈ୑ି୔ = 𝑡 × 𝑆ୌୈ୑ି୔√𝑛   ························································· (B.4) 

 𝑢୫ୱ = 𝛿୫୶√6   ··········································································· (B.5) 

 
ここで， 𝑆ୌୈ୑ି୔： 間接検証における測定値の標準偏差 

t は，n 個の標本から求めた標本標準偏差から母集団の 1σ（累積確率約 68 %）信頼区間の幅

を推定する係数である。標本の数によって変化し，n = 5 のとき t = 1.14 となる。 

 

表 B.1－間接検証の結果 

No. 
硬さ測定値 H 

（HRC） 
1 45.65 
2 45.52 
3 45.51 
4 45.58 
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5 45.61 
平均値 𝐻ഥ 45.57 

標準偏差 𝑆ୌୈ୑ି୔ 0.059 
測定の標準不確かさ 𝑢ୌୈ୑ି୔ 0.030 

 
 𝑏ୌେ୑ = 𝐻ഥ − 𝐻ୈ୑ି୔ = (45.57 − 45.40)HRC = 0.17 HRC 

 𝑢ୈ୑ି୔ = 𝑈ୈ୑ି୔2 = 0.12 HRC 

 𝑛 = 5, 𝑡 = 1.14 のとき 

 𝑢ୌୈ୑ି୔ = 𝑡 × 𝑆ୌୈ୑ି୔√𝑛 = 1.14 × 0.059√5 = 0.030 HRC 

 𝑢୫ୱ = 𝛿୫ୱ√6 = 0.004 HRC 

校正用試験機の測定の不確かさバジェットを表 B.2 に示す。 

 

表 B.2－測定の不確かさバジェット 

量 𝑋௜ 
推定値 𝑥௜ 

（HRC） 

測定の標準不

確かさ 𝑢(𝑥୧) 
（HRC） 

確率分布 
感度係数 𝑐௜  測定の標準不

確かさの記号 

不確かさの 
寄与 𝑢௜(𝐻) 

（HRC） 
一次硬さ基準

片の認証値 
45.40 0.12 正規分布 1.0 𝑢ୈ୑ି୔ 0.120 

校正用試験機

による測定 
45.40 0.030 正規分布 1.0 𝑢ୌୈ୑ି୔ 0.030 

校正用試験機

の分解能 
0 0.004 三角分布 1.0 𝑢୫ୱ 0.004 

測定の合成標準不確かさ 𝑢ୌେ୑ 0.124 
測定の拡張不確かさ 𝑈ୌେ୑（包含係数𝑘 = 2） 0.2478 

 

B.4 基準片の値の不確かさ 

B.4.1 一般 
校正された基準片の拡張不確かさ𝑈ୈ୑は，式(B.6)によって求める。 
 𝑈ୈ୑ = 𝑘 × ට𝑢ୌୈ୑ଶ + 𝑢୫ୱଶ +𝑢ୌେ୑ଶ   ············································· (B.6) 

 
ここで， 𝑢ୌୈ୑： 校正用試験機の測定の繰返し性及び校

正対象となる基準片の均一性に起因す

る測定の不確かさ 
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 𝑢ୌେ୑： 校正用試験機によって得られた偏り𝑏ୌେ୑の標準不確かさに起因する測定の

不確かさであり，この値は，上述の間

接検証［式(B.1)参照］の結果として報

告する 
 k： 包含係数 

 
校正された基準片の硬さ値𝐻ഥୈ୑とその不確かさは，校正用試験機を用いて行った測定が偏り𝑏ୌେ୑で補

正されていない場合は式(B.7)のように示し，偏り𝑏ୌେ୑で補正されている場合は式(B.8)のように示す。 
 𝐻ഥୈ୑ ± (𝑈ୈ୑ + |𝑏ୌେ୑|)  ·························································· (B.7) 

 (𝐻ഥୈ୑ − 𝑏ୌେ୑) ± 𝑈ୈ୑  ····························································· (B.8) 

 
ここで， 𝑏ୌେ୑： 校正用試験機によって測定された一次硬

さ基準片の平均硬さと，対応する一次硬

さ基準片の認証値との間の偏り 
 
 校正用試験機による基準片の校正の例を次に示す。 

 例  校正用試験機の偏り（～45 HRC）：𝑏ୌେ୑ = 0.17 HRC 

偏りの合成標準不確かさ    ：𝑢ୌେ୑ = 0.124 HRC 

校正用試験機の分解能    ：𝛿୫ୱ = 0.01 HRC 

 
基準片の拡張不確かさを求めるのに必要な各成分は，表 B.3 に示す基準片の測定結果を用い，式(B.9)及

び式(B.10)によって求める。 
 𝑢ୌୈ୑ = 𝑡 × 𝑆ୌୈ୑√𝑛   ································································· (B.9) 

 𝑢୫ୱ = 𝛿୫ୱ√6   ········································································· (B.10) 

 

表 B.3－基準片の校正結果 

No. 硬さ測定値 H 
（HRC） 

1 43.22 
2 43.30 
3 43.23 
4 43.37 
5 43.40 

平均値 𝐻ഥ 43.30 
標準偏差 𝑆ୌୈ୑ି୔ 0.081 
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𝑢ୌୈ୑ = 𝑡 × 𝑆ୌୈ୑√𝑛 = 1.14 × 0.081√5 = 0.041 HRC 

 𝑢୫ୱ = 1√6 × 𝛿୫ୱ = 0.004 HRC 

B.4.2 基準片の不確かさバジェット 
基準片の測定の不確かさバジェット表 B.4 に示す。 
 

表 B.4－測定の不確かさバジェット 

量 𝑋௜ 
推定値 𝑥௜ 

（HRC） 
確率分布 

測定の標準不

確かさ 𝑢(𝑥୧) 
（HRC） 

感度係数 𝑐௜  測定の標準不

確かさの記号 

不確かさの 
寄与 𝑢௜ 

（HRC） 
校正用試験機の

測定 
43.30 正規分布 0.041 1.0 𝑢ୌୈ୑ 0.041 

校正用試験機の

分解能 
0 三角分布 0.004 1.0 𝑢୫ୱ 0.004 

校正用試験機の

偏り 
0.17 正規分布 0.124 1.0 𝑢ୌେ୑ 0.124 

基準片の値の合成標準不確かさ，𝑢ୈ୑ 0.131 
基準片の値の拡張不確かさ，𝑈ୈ୑（包含係数 𝑘 = 2） 0.261 

 
 基準片の値の不確かさを表 B.5 に示す。 
 

表 B.5－硬さ基準片の値の不確かさ 

 
基準片の値 
（HRC） 

測定の 
拡張不確かさ 
（HRC） 

校正用試験機の

偏り 
（HRC） 

基準片の値の 
拡張不確かさ 
（HRC） 𝐻ୈ୑(Uncorr) 

未補正 
43.30 

（𝐻ୈ୑） 
0.26  0.17  

0.43  
（𝑈ୈ୑ + |𝑏ୌେ୑|） 𝐻ୈ୑(Corr) 

補正後 
43.13  

（𝐻ୈ୑ − 𝑏ୌେ୑） 
0.26  0.17 

0.26  
（𝑈ୈ୑） 
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附属書 C 
（規定） 

基準ダイヤモンド圧子の条件 

C.1 一般 
基準ダイヤモンド圧子は，5.6 と次の条件とによる。 

C.2 基準ダイヤモンド圧子の検証方法 
基準ダイヤモンド圧子は，国家標準ダイヤモンド圧子との比較試験によって検証しなければならない。

基準ダイヤモンド圧子を認証するスケールに応じて，表 3，表 4，表 5 又は表 6 に示す硬さ範囲で基準片

の試験を行う。試験は JIS Z 2245 によって行う。 

C.3 許容範囲 
各基準片について，検証する基準ダイヤモンド圧子による 5 点試験の硬さ平均値と国家標準ダイヤモン

ド圧子による 5 点試験の硬さ平均値との差は 0.4 HR 以下でなければならない。基準ダイヤモンド圧子に

よる くぼみと国家標準ダイヤモンド圧子の くぼみとは隣接していることが望ましい。 
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附属書 D 
（参考） 

校正用試験機の管理方法 

D.1 校正用試験機の管理 
校正用試験機が定期的な検証の間において適切に機能しているかを確認するため，全ての基準片校正実

施日に検証を行う。検証は，基準片校正及び同一硬さ範囲の管理用基準片を用いて行う。 
基準片校正機関は検証の結果をもとに，JIS Z 9020-1 及び JIS Z 9020-2 に示すような管理図法などを用

いて，校正用試験機の状態を継続的に確認する。 

D.2 管理用基準片 
管理用基準片は，箇条 4 及び箇条 8 の要件を満たすものであり，基準片校正を行う全てのスケール及

び硬さ範囲において用意する。その硬さ範囲は，JIS B 7726 による。 

D.3 検証の手順 
検証は，基準片校正の開始前に（校正が複数日にわたる場合には作業日ごとに）次の手順で実施する。

検証の前には，試験機の動作が正常であること，試験機に圧子及び試料台がそれぞれ正しく取り付けられ

ているかを確認する。 
管理用基準片は，適切な硬さ範囲の中から少なくとも一つを使用し，試験面を代表するよう 4 点以上試

験する。検証をしたことのないスケールの場合，基準片校正の数日前から管理用基準片を試験しておくこ

とが望ましい。4 点以上の試験結果は 20 以上取得し，その総平均（又は移動平均）を求める。管理限界

の推奨値を表 D.1 に示す。 
 

表 D.1－平均値の管理限界の推奨値 

硬さの 
範囲 

60 HRA 
以上 

60 HRB 
未満 

60 HRB 
以上 

40 HRC 
未満 

40 HRC 
以上 

43HR30N 
以上 

36HR30T 
以上 

推奨値

HR 
±0.25 ±0.50 ±0.40 ±0.30 ±0.25 ±0.60 ±1.0 

注記 推奨値は，平均値のばらつきの標準偏差の 2 倍を想定している。 

 
管理用基準片の使用限界が近づいている場合，新しい管理用基準片を併用することによって移行期間を

設ける。 
検証の結果は管理図法などによって評価し，校正用試験機の状態が適切と判断できる場合は基準片校正

への使用を継続し，不適切と判断した場合には使用を中止しなければならない。 
校正用試験機の状態が不適切であると判断した場合は，試験機の清掃，点検，試料台の交換などの是正

処置を行い，再度，検証を実施する。このとき，試験力負荷機構及び くぼみ深さ測定装置の調整を行っ

てはならない。是正処置後の検証でも，校正用試験機の状態が不適切であると判断した場合，調整又は修

理した上で，直接検証を再実施する。 
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附属書 JA 
（参考） 

JIS と対応国際規格との対比表 
 

JIS B 7730 ロックウェル硬さ試験－基準片の校正 ISO 6508-3:2023 ， Metallic materials －

Rockwell hardness test－Part 3: Calibration 
of reference blocks（MOD）  

a) JIS の

箇 条 番

号 

b) 対 応 国

際 規 格

の 対 応

す る 箇

条番号 

c) 箇条ご

との評

価 

d) JIS と対応国際規格との技術的差異

の内容及び理由 
e) JIS と対応国際規格との

技術的差異に対する今

後の対策 

3  3 追加 技術的差異はない。 なし 

4.2 4.2 追加 基準片の使用面及び使用範囲について

規定した。対応国際規格では，これに関

する規定はない。 

次回の対応国際規格の改訂

時に提案する。 

5.3 5.2.5 変更 対応国際規格では,押込み深さ測定装置

の拡張不確かさを 0.000 2mm 以下と規定

しているが，JIS では推奨事項とした。 

次回の対応国際規格の改訂

時に提案する。 

5.6.1 5.3.1 変更 対応国際規格では，基準ダイヤモンド圧

子との比較検証及び光学機器による状

態確認を規定しているが，JIS では推奨

事項とした。 

次回の対応国際規格の改訂

時に提案する。 

5.8.1～5.8.6 5.5.1～5.5.6 
 

変更 対応国際規格では，校正用試験機の比較

検証方法を詳細に規定している。一方，

JIS では比較検証の実施自体は規定する

が，その具体的な方法については規定せ

ず，ISO で規定されている方法の詳細は

推奨事項とした。 

次回の対応国際規格の改訂

時に提案する。 

6 6.1 変更 対応国際規格では，基準片校正前の附属

書 D による検証を規定しているが，JIS
では推奨事項とした。 

次回の対応国際規格の改訂

時に提案する。 

8 b) 5) 10 g) 変更 対応国際規格では，成績表への不確かさ

の記載を規定しているが，JIS では推奨

事項とした。 

次回の対応国際規格の改訂

時に提案する。 

注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を，次に示す。 
－ 一致：技術的差異がない。 
－ 削除：対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
－ 追加：対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
－ 変更：対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 
－ 選択：対応国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し，それらのいずれかを選択するとしてい

る。 
－ 同等でない：技術的差異があり，かつ，それが明確に識別されていないか又は説明されていない。 

注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を，次に示す。 
－ MOD：対応国際規格を修正している。 
－ NEQ：IDT 及び MOD に相当していない。 

 




